
目名 補正額 国支出金 県支出金 繰入金※ 市債 一般財源

△ 26,922 △ 13,470 0 △ 8,000 △ 3,000 △ 2,452

△ 26,922 △ 13,470 0 △ 8,000 △ 3,000 △ 2,452

裏面あり

事業名

＜単位：千円＞

７款５項１目
健康福祉施設

整備費

■市第85号議案　平成27年度横浜市一般会計補正予算（第２号）

１　減額補正を行う事業

健康福祉局関係部分

<概要>
　二俣川地域ケアプラザ（仮称）は、二俣川駅南口地区市街地再開発
事業内の保留床取得により整備しており、27年度から29年度の３年間
で床取得費を支払う予定となっていましたが、３年間で支払う各年度
の費用負担割合が工事出来高割へ変更することになったことに伴い、
27年度支出額が減額となることから、事業費を減額します。
　あわせて、債務負担行為の限度額を変更します。
　（裏面「２ 債務負担行為補正 （１）一般会計」参照）

※繰入金（資産活用推進基金繰入金）
　区局の協力により、公益用地を売却した売却益の一部の積立金の繰
入金。

◆二俣川地域ケアプラザ（仮称）の概要
〔施設概要〕
　・二俣川駅南口地区市街地再開発事業内の保留床取得により整備
　・スケジュール：平成30年度開所（予定）

<関連する中期４か年計画の施策>
　　施策13：地域包括ケアシステムの実現

合計

地域ケアプラザ
整備事業

健 康 福 祉 ・ 医 療 委 員 会

平 成 2 7 年 9 月 1 5 日

健 康 福 祉 局

 



補正前

補正後

〔変更理由〕

　　床取得に係る各年度の負担割合が変更になったことに伴い、予算外義務負担を増額します。

限度額事項

　二俣川地域ケアプラザ
　（仮称）用床取得に係る
　予算外義務負担

期間

平成28年度から
平成29年度まで

290,000千円

310,000千円

２　債務負担行為補正

 


